〇年〇月〇日　

保護者の皆様へ

　〇〇〇〇（施設名）　施設長　

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の実施に伴う意見聴取について

　日頃より、当園における保育にご理解・ご協力をいただきありがとうございます。
　当園では、乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の実施に向けて、認可の手続を進めているところです。そこで、当園が乳児等通園支援事業を実施することについて、ご意見がある場合には、以下の枠内にご記入の上、○○○にご提出くださるようお願いします。
なお、この意見聴取は、児童福祉法第34条の15第４項において、乳児等通園支援事業の認可に当たって、こどもの保護者等から意見を聴くこととされていることから、江東区と共同で実施させていただくものです。

　提出期限　〇年〇月〇日（〇）

【ご意見記入欄】













乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）とは
全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、創設された新たな通園制度です。
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　詳しくはこども家庭庁のホームページをご覧ください。

〇こども家庭庁｜こども誰でも通園制度について
https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/daredemo-tsuen
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